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議案第 11 号 

 

 

堺市行政手続等における情報通信の技術の 

利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１９年条例第４０号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

   堺市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 

第１条を次のように改める。 

（目的） 

第１条 この条例は、市、市民、事業者その他の者があらゆる活動において情報通信技術

の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進につい

て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続

等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向

上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって市

民生活の向上及び市の経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

第２条第３号中「図形等」を「図形その他の」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、

規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織（市の機関等の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法

により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請

等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例

等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

－ 3 －

01-01本文その2.indd   1 2021/01/27   20:08

�

g5



©Àz§��¬Į������b�ƌÂƌñ��é

議案第 11 号 

 

 

堺市行政手続等における情報通信の技術の 

利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１９年条例第４０号）
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の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進につい

て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続

等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向

上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって市

民生活の向上及び市の経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

第２条第３号中「図形等」を「図形その他の」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、

規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織（市の機関等の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法

により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請

等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例

等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 
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３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受

ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当

該市の機関等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該

署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人

番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第７条に

おいて同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるも

のをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において収入印紙をもってするこ

とその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使

用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にか

かわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であ

って規則で定めるものをもってすることができる。 

第４条第１項を次のように改める。 

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行

うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使

用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

第４条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を

書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関する他の」に、「規

定する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」

を加え、同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を

「当該」に改め、同条第４項中「第１項の場合において、市の機関等は、」を「処分通知

等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているもの

を第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等」に改め、

「当該署名等に」を削る。 

第５条第１項中「市の機関等は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「と

している」を「が規定されている」に改め、「書面等の縦覧等に代えて」を削り、「の縦
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用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にか

かわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であ

って規則で定めるものをもってすることができる。 

第４条第１項を次のように改める。 

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行

うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使

用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

第４条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を

書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関する他の」に、「規

定する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」

を加え、同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を

「当該」に改め、同条第４項中「第１項の場合において、市の機関等は、」を「処分通知

等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているもの

を第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等」に改め、

「当該署名等に」を削る。 

第５条第１項中「市の機関等は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「と

している」を「が規定されている」に改め、「書面等の縦覧等に代えて」を削り、「の縦
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覧等を」を「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録に記録

されている事項又は書類」に、「を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する」

を「に関する他の」に、「規定する」を「より」に改め、「みなして、」の次に「当該条

例等その他の」を加える。 

第６条第１項中「市の機関等は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「と

している」を「が規定されている」に改め、「書面等の作成等に代えて」を削り、「の作

成等を」を「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録」に、

「を書面等により行うものとして規定した作成等に関する」を「に関する他の」に、「規

定する」を「より」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条

第３項中「第１項の場合において、市の機関等は、」を「作成等のうち」に、「より」を

「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているものを第１項の電磁的記録によ

り行う場合には、当該署名等」に改め、「当該署名等に」を削る。 

第８条を第９条とする。 

第７条の見出しを「（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表）」に改

め、同条第１項中「当該市の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこと

ができる」を「電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該市の機関等

に係る」に、「情報通信の技術の利用」を「情報通信技術を活用した行政の推進」に改め、

同条第２項中「、少なくとも毎年度１回」を削り、「方法により」の次に「随時」を加え、

同条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（添付書面等の省略） 

第７条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則で定める書面

等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付するこ

とが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、

当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の

措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報

処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照

することができる場合には、添付することを要しない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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同条第２項中「、少なくとも毎年度１回」を削り、「方法により」の次に「随時」を加え、
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（添付書面等の省略） 

第７条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則で定める書面

等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付するこ

とが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、

当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の

措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報

処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照

することができる場合には、添付することを要しない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 12 号 

 

 

堺市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市事務分掌条例（昭和４７年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１条危機管理室の分掌事務を定める部分の次に次のように加える。 

市政集中改革室 

(1) 行財政改革に関する事項 

第１条ＩＣＴイノベーション推進室の分掌事務を定める部分の次に次のように加える。 

泉北ニューデザイン推進室 

(1) 泉北ニュータウン地域の計画並びに企画及び調整に関する事項 

第１条総務局の分掌事務を定める部分第３号中「危機管理室」の次に「、市政集中改革

室」を、「ＩＣＴイノベーション推進室」の次に「、泉北ニューデザイン推進室」を加え、

同条建設局の分掌事務を定める部分中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３

号とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する｡ 
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議案第 13 号 

 

 

堺市職員定数条例及び堺市保健福祉総合        

センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 

（堺市職員定数条例の一部改正）   

第１条 堺市職員定数条例（昭和２９年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「３，５１６人」を「３，７５７人」に改め、同条第１０号中「１，

００８人」を「１，０５５人」に改める。 

第３条中第４号を第８号とし、第３号を第４号とし、同号の次に次の３号を加える。 

(5) 堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年条例第２８号）第

２条第１項の規定により派遣した職員 

(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３

年条例第２０号）第２条第１項の規定により派遣した職員 

(7) 堺市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年条例第２８号）第２条の規

定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員 

第３条第２号中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削り、同号を同条第３号とし、同

条第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項各号の規定により休

職にされている職員 

（堺市保健福祉総合センター設置条例の一部改正） 

第２条 堺市保健福祉総合センター設置条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第１項中「２０４人」を「３９６人」に改める。 

   

 附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第  14  号 

 

 

堺市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 堺市職員の分限に関する条例（昭和２７年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「２年間」を「３年間」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前における当該職員の直近の人事評価に係る結果の区分が最下位

の区分である場合における同区分を含む期間に係る降任及び免職の事由については、こ

の条例による改正後の第３条第１項第１号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議案第 15 号 

 

 

堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第５の２のアの表及びオの表中「会計管理者、」を削り、「監」を「会計管理者、

監」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。                          
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議案第 16 号 

 

 

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 

 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和４６年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第１０条第１項中「職員」の次に「（法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（以下単に「会計年度任用職員」という。）のうち、市長が別に定める職員を除く。）」を

加え、同条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る病気休暇（任命権者が定める理由

による病気休暇を除く。）の期間が連続して９０日を超える場合のその超えた日以後の

当該病気休暇については、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年条例第４８号。以下「会計年度給与条例」という。）第１３条ただし書の規定に

かかわらず、その勤務しない１時間につき、会計年度給与条例第１２条に規定する勤務

１時間当たりの給与額を減額する。 

第１２条第１項中「職員が」を「職員（会計年度任用職員のうち、市長が別に定める職

員を除く。）が」に改め、同条第４項中「フルタイム会計年度任用職員及びパートタイ

ム会計年度任用職員（市長が別に定めるものを除く。）」を「会計年度任用職員」に改め

る。 

第１２条の２第４項を次のように改める。 

４ 前条第４項の規定は、介護時間について準用する。 

第１２条の２第５項中「フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職

員」を「会計年度任用職員」に改める。 

第１３条中「、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員」を「及

び会計年度任用職員」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 16 号 

 

 

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 

 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和４６年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第１０条第１項中「職員」の次に「（法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（以下単に「会計年度任用職員」という。）のうち、市長が別に定める職員を除く。）」を

加え、同条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る病気休暇（任命権者が定める理由

による病気休暇を除く。）の期間が連続して９０日を超える場合のその超えた日以後の

当該病気休暇については、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年条例第４８号。以下「会計年度給与条例」という。）第１３条ただし書の規定に

かかわらず、その勤務しない１時間につき、会計年度給与条例第１２条に規定する勤務

１時間当たりの給与額を減額する。 

第１２条第１項中「職員が」を「職員（会計年度任用職員のうち、市長が別に定める職

員を除く。）が」に改め、同条第４項中「フルタイム会計年度任用職員及びパートタイ

ム会計年度任用職員（市長が別に定めるものを除く。）」を「会計年度任用職員」に改め

る。 

第１２条の２第４項を次のように改める。 

４ 前条第４項の規定は、介護時間について準用する。 

第１２条の２第５項中「フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職

員」を「会計年度任用職員」に改める。 

第１３条中「、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員」を「及

び会計年度任用職員」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 17 号 

 

 

 堺市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

 

 堺市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成８年条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第１項に次の３号を加える。 

 (3) 規則で定める職員で、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成１７年法律第１２４号）に基づく高齢者又は高齢者を現に養護する者に対

する相談、指導及び助言その他必要な措置に関する業務に従事するもの 

 (4) 規則で定める職員で、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成２３年法律第７９号）に基づく障害者又は障害者を現に養護する者に対す

る相談、指導及び助言その他必要な措置に関する業務に従事するもの 

 (5) 規則で定める職員で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号）に基づく被害者又は加害者に対する相談、指導及び助言その

他必要な措置に関する業務に従事するもの 

 第５条第２項を次のように改める。 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 前項第１号に該当する職員 業務に従事した日１日につき２５０円 

(2) 前項第２号から第５号までに該当する職員 業務に従事した日１日につき１，００

０円 

 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 18 号 

 

 

堺市区政策会議に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、区民等の意見を反映しつつ、区ごとの実情及び特性に応じた政策形

成を進め、もって特色ある区行政の実現に資するため、区における区政策会議の開催等

に関する基本的事項を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 区民等 区の区域内に住所を有し、又は当該区域内に存する学校、事業所等に通学

し、若しくは通勤する者及び当該区域内において公益的活動、事業活動等を行う者を

いう。 

(2) 区政策会議 区の区域内において市が実施する施策等について、次条第１項各号に

掲げる者から意見を聴取するために開催する会合をいう。 

（区政策会議の開催に係る基準） 

第３条 区長は、区政策会議を開催し、次に掲げる者から意見を聴取するものとする。こ

の場合において、区長は、公平性及び透明性が確保され、並びに区民等の多様な意見が

適切に反映されるよう、その構成に留意しなければならない。 

(1) 公益的活動を行う区民等 

(2) 区長が行う公募に応じた区民等 

(3) 学識経験者その他専門的知識を有する者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者 

２ 前項の規定により意見を聴取することができる事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 区における施策、事業等に係る総合的な計画の策定及び改定に関する事項 

(2) 市が実施する主要な施策、事業等の方向性、方針及び評価等に関する事項（前号に

掲げる事項を除く。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 
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議案第 18 号 

 

 

堺市区政策会議に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、区民等の意見を反映しつつ、区ごとの実情及び特性に応じた政策形

成を進め、もって特色ある区行政の実現に資するため、区における区政策会議の開催等

に関する基本的事項を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 区民等 区の区域内に住所を有し、又は当該区域内に存する学校、事業所等に通学

し、若しくは通勤する者及び当該区域内において公益的活動、事業活動等を行う者を

いう。 

(2) 区政策会議 区の区域内において市が実施する施策等について、次条第１項各号に

掲げる者から意見を聴取するために開催する会合をいう。 

（区政策会議の開催に係る基準） 

第３条 区長は、区政策会議を開催し、次に掲げる者から意見を聴取するものとする。こ

の場合において、区長は、公平性及び透明性が確保され、並びに区民等の多様な意見が

適切に反映されるよう、その構成に留意しなければならない。 

(1) 公益的活動を行う区民等 

(2) 区長が行う公募に応じた区民等 

(3) 学識経験者その他専門的知識を有する者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者 

２ 前項の規定により意見を聴取することができる事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 区における施策、事業等に係る総合的な計画の策定及び改定に関する事項 

(2) 市が実施する主要な施策、事業等の方向性、方針及び評価等に関する事項（前号に

掲げる事項を除く。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 
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３ 前２項に定めるもののほか、区政策会議は、規則で定める基準に従い開催するものと

する。 

（区政策会議の意見の反映等） 

第４条 区長は、区政策会議における意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な

措置を講ずるものとする。この場合において、市長その他執行機関は、必要があると認

めるときは、当該措置に配慮するよう努めるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

 （堺市区民評議会条例の廃止） 

２ 堺市区民評議会条例（平成２７年条例第３号）は、廃止する。 
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議案第 19 号 

 

 

 堺市特定非営利活動促進法施行条例の一部を 

改正する条例 

 

 

 堺市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項中「次に」を「次の各号に」に改め、「応じ、」の次に「それぞれ」を加える。  

 第３条中「第１０条第３項」を「第１０条第４項」に改める。 

 第１０条第２項中「の閲覧」を「に規定する閲覧」に改める。 

 第２１条第１項中「法第５４条第４項」を「第５項並びに法第５４条第４項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和３年６月９日から施行する。ただし、第２条第２項及び第１０条第２項

の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 20 号 

 

 

 堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例の一部を 

改正する条例 

 

 

堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例（平成２５年条例第４４号）の一部を次のように改正

する。 

第１２条第３項中「大型車等」の次に「（道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６

０号）第２条の表に規定する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車をいう。以下同じ。）」

を加える。 

第２６条第４項中「（昭和３５年総理府令第６０号）」を削る。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１２条関係、第２６条関係） 

区分 単位 駐車料金 

普通車 １台 最初の１時間までのとき。 ５１０円 

１時間を超え１２時間までの

とき。 

５１０円に１時間を超える

部分について３０分までご

とに１００円を加算した額 

１２時間を超え２４時間まで

のとき。 

２，７１０円 

２４時間を超えるとき。 ２，７１０円に２４時間を

超える部分について３０分

までごとに１００円（ただ

し、２４時間につき２，７１

０円を上限とする。）を加算

した額 

大型車等 １台・１日 １，０３０円 

  

   附 則 
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議案第 20 号 

 

 

 堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例の一部を 

改正する条例 

 

 

堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例（平成２５年条例第４４号）の一部を次のように改正

する。 

第１２条第３項中「大型車等」の次に「（道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６

０号）第２条の表に規定する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車をいう。以下同じ。）」

を加える。 

第２６条第４項中「（昭和３５年総理府令第６０号）」を削る。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１２条関係、第２６条関係） 

区分 単位 駐車料金 

普通車 １台 最初の１時間までのとき。 ５１０円 

１時間を超え１２時間までの

とき。 

５１０円に１時間を超える

部分について３０分までご

とに１００円を加算した額 

１２時間を超え２４時間まで

のとき。 

２，７１０円 

２４時間を超えるとき。 ２，７１０円に２４時間を

超える部分について３０分

までごとに１００円（ただ

し、２４時間につき２，７１

０円を上限とする。）を加算

した額 

大型車等 １台・１日 １，０３０円 

  

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後に開始する使用

に係る使用料について適用し、同日前に開始する使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 
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議案第 21 号 

 

 

 堺市立国際交流プラザ条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市立国際交流プラザ条例（平成２２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

堺市立多文化交流プラザ・さかい条例 

第１条中「国際交流プラザ」を「多文化交流プラザ・さかい」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（名称及び位置） 

第２条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 堺市立多文化交流プラザ・さかい 

位置 堺市堺区南瓦町 

 第１０条中「第８条」を「第８条第１項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。ただし、第１０条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 22 号 

 

 

堺市小口更生資金貸付基金条例を廃止する条例 

 

 

堺市小口更生資金貸付基金条例（昭和３９年条例第１０号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の堺市小口更生資金貸付基金条

例（以下「旧条例」という。）の規定に基づく貸付けを受けている者に係る貸付金

の償還等については、前項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 旧条例の規定に基づく貸付けを受けようとする者は、令和３年３月３１日までに、

所定の手続に従い、その旨の申込みを市長に対して行わなければならない。 
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議案第 23 号 

 

 

堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

第１１条の５中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に改める。 

第１１条の１０中「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改める。 

第１５条の２第１項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第１号中「第３１４条の

２第２項に掲げる金額」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世

帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所

得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額

が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合に

あっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）」に、「納付義務者は、

アに」を「納付義務者 アに」に、「、イに」を「イに」に改め、同項第２号中「第３１４

条の２第２項に掲げる金額」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）に２８５，０

００円」に改め、「に２８５，０００円」を削り、「者は、アに」を「者 アに」に、「、イ

に」を「イに」に改め、同項第３号中「第３１４条の２第２項に掲げる金額」を「第３１
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議案第 23 号 

 

 

堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

第１１条の５中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に改める。 

第１１条の１０中「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改める。 

第１５条の２第１項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第１号中「第３１４条の

２第２項に掲げる金額」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世

帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所

得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額

が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合に

あっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）」に、「納付義務者は、

アに」を「納付義務者 アに」に、「、イに」を「イに」に改め、同項第２号中「第３１４

条の２第２項に掲げる金額」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）に２８５，０

００円」に改め、「に２８５，０００円」を削り、「者は、アに」を「者 アに」に、「、イ

に」を「イに」に改め、同項第３号中「第３１４条の２第２項に掲げる金額」を「第３１
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４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）」に、「者は、アに」を「者 アに」に、「、イに」を「イ

に」に改める。 

附則第４項中「所得税法」と」の次に「、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２

５０，０００円」と」を加える。 

附則に次の見出し及び５項を加える。 

（令和３年度分の保険料に関する特例） 

３２ 令和３年度分の保険料に係る第１１条第１項第１号、第２号及び第３号アの規定の

適用については、同項第１号中「法第８２条の３第１項の規定により大阪府が算定し、

及び同条第３項の規定により通知する市町村標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」

という。）のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「１，０００分

の７９．６」と、同項第２号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率にお

ける被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者１人につき２３，０６５円」と、

同項第３号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等

割の額」とあるのは「１世帯につき２６，９６５円」とする。 

３３ 令和３年度分の保険料については、第１１条第２項の規定は、適用しない。 

３４ 令和３年度分の保険料に係る第１１条の５の５第１項第１号、第２号及び第３号ア

の規定の適用については、同項第１号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者

支援金等賦課総額の１００分の４５．６１に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等（政令第２９条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあっては、

国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。以下「省令」という。）第３２

条の９の２に規定する方法の例により補正された後の金額とする。）の見込総額で除し

て得た数」と、同項第２号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課総額の１００分の３２．２８に相当する額を当該年度の前年度及びその直前

の２年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」

と、同項第３号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の１００分の２２．１１に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２年度の
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４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）」に、「者は、アに」を「者 アに」に、「、イに」を「イ

に」に改める。 

附則第４項中「所得税法」と」の次に「、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２

５０，０００円」と」を加える。 

附則に次の見出し及び５項を加える。 

（令和３年度分の保険料に関する特例） 

３２ 令和３年度分の保険料に係る第１１条第１項第１号、第２号及び第３号アの規定の

適用については、同項第１号中「法第８２条の３第１項の規定により大阪府が算定し、

及び同条第３項の規定により通知する市町村標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」

という。）のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「１，０００分

の７９．６」と、同項第２号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率にお

ける被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者１人につき２３，０６５円」と、

同項第３号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等

割の額」とあるのは「１世帯につき２６，９６５円」とする。 

３３ 令和３年度分の保険料については、第１１条第２項の規定は、適用しない。 

３４ 令和３年度分の保険料に係る第１１条の５の５第１項第１号、第２号及び第３号ア

の規定の適用については、同項第１号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者

支援金等賦課総額の１００分の４５．６１に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等（政令第２９条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあっては、

国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。以下「省令」という。）第３２

条の９の２に規定する方法の例により補正された後の金額とする。）の見込総額で除し

て得た数」と、同項第２号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課総額の１００分の３２．２８に相当する額を当該年度の前年度及びその直前

の２年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」

と、同項第３号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の１００分の２２．１１に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２年度の
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各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯

の見込数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に４分の１を乗じて得た

数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。 

３５ 令和３年度分の保険料に係る第１１条の９第１項の規定の適用については、同項第

１号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」

とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の１００分の４４．５

７に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等（政令第２９条の７第４項第４号ただし書に規定する場合にあっては、省令第３

２条の１０に規定する方法の例により補正された後の金額とする。）の見込総額で除し

て得た数」と、同項第２号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率

における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金

賦課総額の１００分の５５．４３に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２年

度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得

た額」とする。 

（第９条第２号ウに掲げる額等の特例） 

３６ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間における第９条第２号ウ及び

エの規定の適用については、これらの規定中「から第３号までに掲げる額」とあるの

は、「及び第２号に掲げる額並びに同項第３号に掲げる額（保険料の水準の著しい上昇の

抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保

険給付費等交付金条例（平成２９年大阪府条例第９９号）第３条第２号の規定により交

付される額を除く。）」とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 
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各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯

の見込数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に４分の１を乗じて得た

数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。 

３５ 令和３年度分の保険料に係る第１１条の９第１項の規定の適用については、同項第

１号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」

とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の１００分の４４．５

７に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等（政令第２９条の７第４項第４号ただし書に規定する場合にあっては、省令第３

２条の１０に規定する方法の例により補正された後の金額とする。）の見込総額で除し

て得た数」と、同項第２号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率

における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金

賦課総額の１００分の５５．４３に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２年

度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得

た額」とする。 

（第９条第２号ウに掲げる額等の特例） 

３６ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間における第９条第２号ウ及び

エの規定の適用については、これらの規定中「から第３号までに掲げる額」とあるの

は、「及び第２号に掲げる額並びに同項第３号に掲げる額（保険料の水準の著しい上昇の

抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保

険給付費等交付金条例（平成２９年大阪府条例第９９号）第３条第２号の規定により交

付される額を除く。）」とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 
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議案第 24 号 

 

 

堺市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 堺市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改め、

同項第１号中「３９,７４０円」を「４０,７４０円」に改め、同項第２号中「５７,２３０円」

を「５８,６７０円」に改め、同項第３号中「５９,６１０円」を「６１,１１０円」に改め、

同項第４号中「７１,５４０円」を「７３,３４０円」に改め、同項第５号中「７９,４８０円」

を「８１,４８０円」に改め、同項第６号中「９３,７９０円」を「９６,１５０円」に改め、

同号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、同項第７号中「１０３,３３０円」

を「１０５,９３０円」に改め、同項第８号中「１１９,２２０円」を「１２２,２２０円」に

改め、同項第９号中「１３２,７４０円」を「１３６,０８０円」に改め、同項第１０号中「１

４６,２５０円」を「１４９,９３０円」に改め、同項第１１号中「１５９,７６０円」を「１

６３,７８０円」に改め、同項第１２号中「１７３,２７０円」を「１７７,６３０円」に改め、

同項第１３号中「１８３,６００円」を「１８８,２２０円」に改め、同項第１４号中「１９３，

９４０円」を「１９８,８２０円」に改め、同項第１５号中「１９６，３２０円」を「２０１,

２６０円」に改め、同項第１６号中「１９８，７００円」を「２０３,７００円」に改め、同

条第２項中「２３，８５０円」を「２４，４５０円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び

令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「２３，８５０円」を「２４，４５０

円」に、「３７，３６０円」を「３８，３００円」に改め、同条第４項中「令和元年度及び令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「２３，８５０円」を「２４，４５０円」

に、「５５，６４０円」を「５７，０４０円」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の特例） 

第１６条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第１０条第１

－ 37 －

01-11本文その2.indd   9 2021/01/27   19:23

�




©Àz§��¬Į������b�ƌÂƌñ��é

 
 

議案第 24 号 

 

 

堺市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 堺市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改め、

同項第１号中「３９,７４０円」を「４０,７４０円」に改め、同項第２号中「５７,２３０円」

を「５８,６７０円」に改め、同項第３号中「５９,６１０円」を「６１,１１０円」に改め、

同項第４号中「７１,５４０円」を「７３,３４０円」に改め、同項第５号中「７９,４８０円」

を「８１,４８０円」に改め、同項第６号中「９３,７９０円」を「９６,１５０円」に改め、

同号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、同項第７号中「１０３,３３０円」

を「１０５,９３０円」に改め、同項第８号中「１１９,２２０円」を「１２２,２２０円」に

改め、同項第９号中「１３２,７４０円」を「１３６,０８０円」に改め、同項第１０号中「１

４６,２５０円」を「１４９,９３０円」に改め、同項第１１号中「１５９,７６０円」を「１

６３,７８０円」に改め、同項第１２号中「１７３,２７０円」を「１７７,６３０円」に改め、

同項第１３号中「１８３,６００円」を「１８８,２２０円」に改め、同項第１４号中「１９３，

９４０円」を「１９８,８２０円」に改め、同項第１５号中「１９６，３２０円」を「２０１,

２６０円」に改め、同項第１６号中「１９８，７００円」を「２０３,７００円」に改め、同

条第２項中「２３，８５０円」を「２４，４５０円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び

令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「２３，８５０円」を「２４，４５０

円」に、「３７，３６０円」を「３８，３００円」に改め、同条第４項中「令和元年度及び令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「２３，８５０円」を「２４，４５０円」

に、「５５，６４０円」を「５７，０４０円」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の特例） 

第１６条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第１０条第１

－ 37 －

01-11本文その2.indd   9 2021/01/27   19:23

 
 

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第

１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の

合計額については、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２

項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１００，０００円を控除して得た額（当

該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、

同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場合におい

て、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第１０条及び附則第１６条の規定は、令和３年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 25 号 

 

 

堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

 堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第

５８号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条中「及び次条」を「並びに次条及び第１１条の２」に改める。 

 第１１条の次に次の１条を加える。 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室の定員） 

第１１条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設を除く。）の一の居室の定員は、地域密着型サービス基準第１３２条第１項第１号

イの規定にかかわらず、４人以下とする。 

第１９条中「及び次条」を「並びに次条及び第２０条の２」に改める。 

 第２０条の次に次の１条を加える。 

（指定介護老人福祉施設の居室の定員） 

第２０条の２ 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。）の一の

居室の定員は、老人福祉施設基準第３条第１項第１号イの規定にかかわらず、４人以下と

する。 

 第２６条中「及び次条」を「並びに次条及び第２７条の２」に改める。 

 第２７条の次に次の１条を加える。 

 （特別養護老人ホームの居室の定員） 

第２７条の２ 特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域

密着型特別養護老人ホームを除く。）の一の居室の定員は、特別養護老人ホーム基準第１

１条第４項第１号イ及び第５５条第４項第１号イの規定にかかわらず、４人以下とする。 

附則第２項及び第３項を削り、附則第４項を附則第２項とし、附則第５項から第７項まで

を２項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 
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議案第 25 号 

 

 

堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

 堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第

５８号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条中「及び次条」を「並びに次条及び第１１条の２」に改める。 

 第１１条の次に次の１条を加える。 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室の定員） 

第１１条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設を除く。）の一の居室の定員は、地域密着型サービス基準第１３２条第１項第１号

イの規定にかかわらず、４人以下とする。 

第１９条中「及び次条」を「並びに次条及び第２０条の２」に改める。 

 第２０条の次に次の１条を加える。 

（指定介護老人福祉施設の居室の定員） 

第２０条の２ 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。）の一の

居室の定員は、老人福祉施設基準第３条第１項第１号イの規定にかかわらず、４人以下と

する。 

 第２６条中「及び次条」を「並びに次条及び第２７条の２」に改める。 

 第２７条の次に次の１条を加える。 

 （特別養護老人ホームの居室の定員） 

第２７条の２ 特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域

密着型特別養護老人ホームを除く。）の一の居室の定員は、特別養護老人ホーム基準第１

１条第４項第１号イ及び第５５条第４項第１号イの規定にかかわらず、４人以下とする。 

附則第２項及び第３項を削り、附則第４項を附則第２項とし、附則第５項から第７項まで

を２項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

－ 41 －

01-11本文その2.indd   13 2021/01/27   19:23

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第 26 号 

 

 

堺市手数料条例の一部を改正する条例 
 

 

堺市手数料条例（平成１２年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２２条を削り、第２２条の２を第２２条とする。 

第３３条第２項中「第２条第３号」を「第２条第１項第３号」に改める。 

第３４条の５第４号中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３１条第１項」

を「第３６条第１項」に改め、同条第５号中「第３０条第２項（法第３１条第２項」を「第

３５条第２項（法第３６条第２項」に改め、同条第６号及び第７号中「第３０条第２項」

を「第３５条第２項」に改め、同条第８号から第１０号までの規定中「第３１条第１項」

を「第３６条第１項」に改め、同条第１１号中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」

に改める。 

 第４０条第１項第１０号中「第２９条第１項、第３１条第１項又は第３６条第１項」を

「第３４条第１項、第３６条第１項又は第４１条第１項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第３３条第２項、第３４条の５及び第４０条第１項の改正規定は令和３年４

月１日から、第２２条を削り、第２２条の２を第２２条とする改正規定は同年６月１日か

ら施行する。 
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議案第 27 号 

 

 

堺市基金条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市基金条例（平成２６年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

別表堺市民健康生きがいづくり基金の項の次に次のように加える。 

堺市動物愛護基金 動物の愛護を推進するための事業の資金に充てるため 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 28 号 

 

 

堺市総合防災センター条例 

 

 
（設置） 

第１条 災害に関する知識及び防災技術の普及向上、防災意識の高揚等を図り、並びに消防

職員等に対する教育訓練を実施するとともに、災害発生時における応急活動の拠点とし

ての役割を果たすため、堺市美原区阿弥に堺市総合防災センター（以下「防災センター」

という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 防災センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 

(2) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。 

(3) 消防職員、消防団員等の教育訓練に関すること。 

(4) 物資の備蓄及び災害応急対策に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために市長が必要と認

める事業に関すること。 

（施設） 

第３条 前条の事業を行うため、防災センターに次の施設を置く。 

(1) 防災啓発施設 

(2) 消防訓練施設 

(3) 備蓄倉庫 

(4) 前３号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成するために必要な施設 

２ 前項第１号に掲げる施設は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第１項

に規定する公の施設とする。 

（入館の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、防災啓発施設への入館を拒

否し、又は退館を命ずることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者 
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議案第 28 号 

 

 

堺市総合防災センター条例 

 

 
（設置） 

第１条 災害に関する知識及び防災技術の普及向上、防災意識の高揚等を図り、並びに消防

職員等に対する教育訓練を実施するとともに、災害発生時における応急活動の拠点とし

ての役割を果たすため、堺市美原区阿弥に堺市総合防災センター（以下「防災センター」

という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 防災センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 

(2) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。 

(3) 消防職員、消防団員等の教育訓練に関すること。 

(4) 物資の備蓄及び災害応急対策に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために市長が必要と認

める事業に関すること。 

（施設） 

第３条 前条の事業を行うため、防災センターに次の施設を置く。 

(1) 防災啓発施設 

(2) 消防訓練施設 

(3) 備蓄倉庫 

(4) 前３号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成するために必要な施設 

２ 前項第１号に掲げる施設は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第１項

に規定する公の施設とする。 

（入館の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、防災啓発施設への入館を拒

否し、又は退館を命ずることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者 
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(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者 

(3) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益になり、又はなるおそれが

あると認められる者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、防災啓発施設の管理上支障があると認められる者 

（禁止行為） 

第５条 何人も、防災啓発施設において、次の行為をしてはならない。 

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為 

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為 

(3) 指定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為 

(4) 前３号に掲げるもののほか、防災啓発施設の管理上支障があると認められる行為 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、防災啓発施設からの退館を命ずること

ができる。 

（損害の賠償） 

第６条 防災センター（駐車場を除く。）の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又

は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければなら

ない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（駐車の拒否） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことがで

きる。 

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。 

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。 

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあ

るとき。 

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定

することができる。 

（駐車場における禁止行為） 

第８条 何人も、駐車場において、次の行為をしてはならない。 

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。 
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(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者 

(3) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益になり、又はなるおそれが

あると認められる者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、防災啓発施設の管理上支障があると認められる者 

（禁止行為） 

第５条 何人も、防災啓発施設において、次の行為をしてはならない。 

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為 

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為 

(3) 指定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為 

(4) 前３号に掲げるもののほか、防災啓発施設の管理上支障があると認められる行為 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、防災啓発施設からの退館を命ずること

ができる。 

（損害の賠償） 

第６条 防災センター（駐車場を除く。）の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又

は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければなら

ない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（駐車の拒否） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことがで

きる。 

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。 

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。 

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあ

るとき。 

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定

することができる。 

（駐車場における禁止行為） 

第８条 何人も、駐車場において、次の行為をしてはならない。 

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。 
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(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのあ

る行為をすること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をする

こと。 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができ

る。 

（駐車場に係る損害賠償） 

第９条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を

賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証

明したとき、又は市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、

その損害を賠償する責めを負わない。 

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害 

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害 

(3) 前２号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害 

（災害発生時等における利用の制限） 

第１０条 市長は、災害発生時における応急活動の拠点として防災センターを使用する場

合その他防災センターの管理運営上必要があると認めるときは、防災センターの利用を

制限することができる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営について必要な事

項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 
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議案第 29 号 

 

 

堺市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市火災予防条例（平成２０年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 
第１３条第１項中「第８５条第１１号」を「第８５条第１２号」に改める。 

第１８条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原動機付自転車

をいう」の次に「。第１２号において同じ。）をいう」を加え、「５０キロワット」を「２

００キロワット」に改め、同項中第１４号を第１８号とし、第１３号を第１７号とし、同

項第１２号イ中「とし、異常な高温となった場合には、急㏿充電設備を自動的に停止させ

ること」を削り、同号に次のように加える。 

 ウ 温度の異常を自動的に検知する構㐀とし、異常な高温又は低温を検知した場合に

は、急㏿充電設備を自動的に停止させること。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構㐀とし、制御機能の異常を検知した場合に

は、急㏿充電設備を自動的に停止させること。 

 第１８条の２第１項中第１２号を第１６号とし、第１１号を第１２号とし、同号の次に

次の３号を加える。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下こ

の号において同じ。）について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。

ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場

合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構㐀とするとともに、充電用

ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構㐀

とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急㏿充電設備を自動的に

停止させる措置を講ずること。 

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有する

ものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構㐀とし、当

該開閉器の異常を検知した場合には、急㏿充電設備を自動的に停止させる措置を講ず

ること。 

第１８条の２第１項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り

下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を

同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動

車等」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、
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議案第 29 号 

 

 

堺市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市火災予防条例（平成２０年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 
第１３条第１項中「第８５条第１１号」を「第８５条第１２号」に改める。 

第１８条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原動機付自転車

をいう」の次に「。第１２号において同じ。）をいう」を加え、「５０キロワット」を「２

００キロワット」に改め、同項中第１４号を第１８号とし、第１３号を第１７号とし、同

項第１２号イ中「とし、異常な高温となった場合には、急㏿充電設備を自動的に停止させ

ること」を削り、同号に次のように加える。 

 ウ 温度の異常を自動的に検知する構㐀とし、異常な高温又は低温を検知した場合に

は、急㏿充電設備を自動的に停止させること。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構㐀とし、制御機能の異常を検知した場合に

は、急㏿充電設備を自動的に停止させること。 

 第１８条の２第１項中第１２号を第１６号とし、第１１号を第１２号とし、同号の次に

次の３号を加える。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下こ

の号において同じ。）について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。

ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場

合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構㐀とするとともに、充電用

ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構㐀

とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急㏿充電設備を自動的に

停止させる措置を講ずること。 

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有する

ものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構㐀とし、当

該開閉器の異常を検知した場合には、急㏿充電設備を自動的に停止させる措置を講ず

ること。 

第１８条の２第１項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り

下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を

同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動

車等」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、
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第１号を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。 

(1) 急㏿充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長又は消防署長が認める

延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける場合にあ

っては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で㐀り、又

は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 

第２４条（見出しを含む。）中「充てんする」を「充塡する」に改め、同条第９号中「充

てん」を「充塡」に改める。 

第８４条第１項中「届け出の」を「届出の」に改める。 

第８５条中「届け出の」を「届出の」に改め、同条第１５号中「充てんする」を「充塡

する」に改め、同号を同条第１６号とし、同条中第１４号を第１５号とし、第１１号から

第１３号までを１号ずつ繰り下げ、第１０号の次に次の１号を加える。 

(11) 急㏿充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）  

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正

後の堺市火災予防条例（以下「新条例」という。）第１８条の２第１項に規定する急㏿

充電設備に係る位置、構㐀及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行の際現に新条例第１８条の２第１項に規定する急㏿充電設備を設置し

ている者（設置の工事をしている者を含む。）は、新条例第８５条第１１号の規定によ

る届出をしたものとみなす。 
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議案第 30 号 

 

 

堺市消防手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

堺市消防手数料条例（平成２０年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の２の項中「８７，０００円に」を「１件 ８７，０００円に」に改め、同表

の３の項中「、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「又

は準特定屋外タンク貯蔵所」に、「従い」を「応じ」に、「の区分に係る」を「同項に定

める」に、「の額とする。」を「に相当する額」に改め、同表の４の項中「、準特定屋外

タンク貯蔵所又は岩盤タンクについて、備考に定める場合」を「又は準特定屋外タンク貯

蔵所」に、「従い」を「応じ」に、「の区分に係る」を「同項に定める」に、「２分の１

の額」を「２分の１に相当する額」に、「４分の１の額」を「４分の１に相当する額」に

改め、同表の６の項中「１５，０００円に」を「１件 １５，０００円に」に改め、同表

の７の項中「従い」を「応じ」に、「の区分に係る」を「同項に定める」に、「と同一の」

を「に相当する」に、「２分の１の」を「２分の１に相当する」に改め、同表の８の項中

「７０，０００円に」を「１件 ７０，０００円に」に改め、同表の１１の項中「による

危険物の品名」の次に「、数量」を加え、同表の備考中「本表」を「この表の」に改める。 

別表第３の９の項中「充てんする」を「充塡する」に改め、同項を同表の１１の項とし、

同表８の項中「高圧ガス保安法施行令（平成９年政令第２０号。以下この表において「令」

という。）」を「令」に改め、同項を同表の１０の項とし、同表の７の項の次に次のよう

に加える。 

８ 高圧ガス保安

法施行令（平成

９年政令第２０

号。以下この表

において「令」

という。）第１８

温度零下５０度以下

の液化ガスを充塡す

るための容器（以下

「零下５０度以下液

化ガス容器」という。）

 

内容積１，０００リッ

トル以上の容器 

１個につき１６，００

０円に１，０００リッ

トル又は１，０００リ

ットルに満たない端

数を増すごとに１，６

００円を加えた金額
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条第２項第３号

の規定に基づく

高圧法第４４条

第１項に規定す

る容器検査又は

令第１８条第２

項第４号の規定

に基づく高圧法

第４９条第１項

に規定する容器

再検査を受けよ

うとする者 

内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器 

１個につき１６，００

０円 

内容積５００リット

ル未満の容器 

１個につき６，６００

円 

繊維強化プラスチッ

ク複合容器、圧縮天然

ガス自動車燃料装置

用容器又は圧縮水素

自動車燃料装置用容

器（零下５０度以下液

化ガス容器を除く。以

下「繊維強化プラスチ

ック複合容器等」とい

う。） 

 

内容積１５０リット

ル以上の容器 

１個につき３２０円

に１０リットル又は

１０リットルに満た

ない端数を増すごと

に５７円を加えた金

額 

内容積３０リットル

以上１５０リットル

未満の容器 

１個につき３２０円

内容積５リットル以

上３０リットル未満

の容器 

１個につき２６０円

内容積１リットル以

上５リットル未満の

容器 

１個につき１６０円

内容積１リットル未

満の容器 

１個につき１５０円

高強度鋼容器（零下５

０度以下液化ガス容

器及び繊維強化プラ

スチック複合容器等

内容積３０リットル

以上の容器 

１個につき２１０円

に１０リットル又は

１０リットルに満た

ない端数を増すごと
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内容積５リットル以

上３０リットル未満

の容器 

１個につき２１０円

内容積１リットル以

上５リットル未満の

容器 

１個につき１６０円

内容積１リットル未

満の容器 

１個につき１４０円

その他の容器 内容積１，０００リッ

トル以上の容器 

１個につき７，１００

円に１，０００リット

ル又は１，０００リッ

トルに満たない端数

を増すごとに３８０

円を加えた金額 

内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器 

１個につき７，１００

円 

内容積１５０リット

ル以上５００リット

ル未満の容器 

１個につき８００円

内容積３０リットル

以上１５０リットル

未満の容器 

１個につき２１０円

内容積５リットル以

上３０リットル未満

の容器 

１個につき１７０円

内容積１リットル以

上５リットル未満の

容器 

１個につき１１０円
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内容積１リットル未

満の容器 

１個につき８０円 

９ 令第１８条第

２項第６号の規

定に基づく高圧

法第４９条の２

第１項に規定す

る附属品検査又

は令第１８条第

２項第７号の規

定に基づく高圧

法第４９条の４

第１項に規定す

る附属品再検査

を受けようとす

る者 

圧縮天然ガス自動車

燃料装置用容器、圧縮

水素自動車燃料装置

用容器又は圧縮水素

運送自動車用容器に

装置される附属品 

内容積１５０リット

ル以上の容器に装置

される附属品 

１個につき３１円 

内容積１５０リット

ル未満の容器に装置

される附属品 

１個につき２４円 

その他の容器に装置

される附属品 

内容積１，０００リッ

トル以上の容器に装

置される附属品 

１個につき１，１００

円 

内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器に装

置される附属品 

１個につき５４０円

内容積５００リット

ル未満の容器に装置

される附属品 

１個につき２１円 

別表第４の２の項中「１通につき ６３０円」を「１通につき６３０円」に、「１回に

つき ４６０円」を「１回につき４６０円」に改め、同表の３の項中「３４，０００円」

を「１件 ３４，０００円」に、「１４，０００円」を「１件 １４，０００円」に、「２

０，０００円」を「１件 ２０，０００円」に改め、同表の５の項中「２１，０００円」

を「１件 ２１，０００円」に改め、同表の６の項中「１７，０００円」を「１件 １７，

０００円」に改め、同表の７の項中「３１，０００円」を「１件 ３１，０００円」に、

「２４，０００円」を「１件 ２４，０００円」に改め、同表の８の項中「充てん設備」

を「充塡設備」に、「充てん」を「充塡」に、「２８，０００円」を「１件 ２８，００
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「３６，０００円」を「１件 ３６，０００円」に、「２７，０００円」を「１件 ２７，

０００円」に改め、同表の１１の項中「充てん設備」を「充塡設備」に、「２７，０００

円」を「１件 ２７，０００円」に改める。 

別表第５中「５３，０００円」を「１件 ５３，０００円」に、「３８，０００円」を

「１件 ３８，０００円」に、「２２，０００円」を「１件 ２２，０００円」に、「４

６，０００円」を「１件 ４６，０００円」に改める。 

別表第６の１の項中 

 

別表第１の６の項の水張検査、水圧検査の区分に

よる。 

左欄の区分に応

じた額 

 

 

別表第１の６の項の区分（水張検査及び水圧検査

に係る部分に限る。以下この表において「水張検

査等区分」という。）の例による。 

水張検査等区分

に応じ、それぞ

れ当該区分に定

める額に相当す

る額  

 

改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

「 

「 

」

 

」 

を
 

に

 

－ 61 －

01-11本文その2.indd   33 2021/01/27   19:23

��



©Àz§��¬Į������b�ƌÂƌñ��é

�©ÀĀĩ�łnqÞŨõj=zÁ"9�

���b�ƌÂƌñƌƊé

©Àŭ�ą�Ņ�ń�ý���

©ÀõjĮƋƌ�

©ÀĀĩ�łnqÞŨõj

2 
 

Ł�ÊgŁæĘŢ}�

�

��	
��������

�

¦ñ�ÿö#6���Ň$ś�ÿõ7Ŋ3G��î |Ī$_®7^Å�3� %��Ŏı�

�3 +��î�ą dŉĄ¼/|ĪĮÿ ¿âĆ $Őŋ�ÆÍ�43"!�î |Ī$_®

%�dŉ$_®^Å#�ďĉ��Ŏı"²m7á����3  
����¦ñFO& 2�îēĄ¼$Lő#z2ĝ,  .#�Ľ.�ÿö#6���ğĠ�

�¸ı"îē^_uć7{�3� ��3þ�7Ò`��Ő\ħ�ċN#ŋÌ7�2�îē|

Ī^_#Ő�3zĝ7ÇŌ�3�-�$àZ7j��3  
ŝĊĉŞ 
ĘŠà� �$àZ%�îē|Ī^_$ÇŌ#Ő�3ô³ŝ©ÁšŢªô³ĘŨŤ} SH�ô�

 �� Ş$ňÖ#$� 2�Þ¦$îē|Ī^_$ÇŌ#Ő��¦$Ņsę7Ø1�#�3

  .#�Þ¦#
�3îē|Ī^_$ÇŌ#Ő�3ÔĚŝSH�îē|Ī^_ÇŌÔĚ� 

�� Ş$�Þĉ"Mř7�-3� #02�¦ñ$ÿö#6�3_®$^Åx'�Ō#ņ�

3� 7Ċĉ �3  
ŝ�ĦŞ 
Ęšà� �$àZ#
�3āļ$¾Ħ%�ô#
��Yā�3āļ$Z#03  
š� �$àZ#
���ì$~}#É�3āļ$¾Ħ%�°ĺ~}#�-3 �5#03  

(1) îēućęŐ\ħ� îēućęès#´M�3ħx'�41$ħ�ĝĤ�3�X7��  
(2) ^_ućęŐ\ħ� ^_�uć�ĐUĒđ�qaĮÿw%ÑĨ#\3ÔĚ�$QŐŋÔĚ
#\3ès#´M�3ħ����îē|Ī^_#Ő�3ès7ĭ�.$ŝîēućęŐ\ħ

7œ� Şx'�41$ħ�ĝĤ�3�X7��  
(3) Mèħ� ¦f$MèÂ#
��´è�7Ŗā��Mè7ĭ�ħ7��  
ŝ�ÞýºŞ 
ĘŢà� îē|Ī^_ÇŌÔĚ%�ì#É�3Mř7�Þýº ��ĭ�.$ �3  

(1) îē|Ī^_�_®¢�$¯Vx'ÿõ$Ň$�G#Ŏı"²m7á����3 ��Ļ
ŀ$H�¦ñ��îē|Ī^_#Ő�3í��Čŀ7Å��ÿö#6���Õ¨ÿõ#
�

�ĭ�îē|Ī^_#Ő�3zĝ7]Ō�3�   
(2) K«cÝ�1śŜÝ+�$�4�4$ÙÝ#
�3|Īëĩx'îēĄ¼$ú»#¹���
ōh��ráĉ#îē|Ī^_7ÇŌ�3�   

(3) ^_�uć�ĐUĒđ�qaĮÿw%ÑĨ#\3ÔĚ�$Q$ŐŋÔĚ $ŋÌ7�2�
�$Ő\ħ$vn7µ��ģ�ĉ��Ķăĉ#îē|Ī^_7ÇŌ�3�   
ŝ¦$ŅsŞ 
Ęţà� ¦%�là#ĳ��3�Þýº#���îē|Ī^_ÇŌÔĚ7ģ�ĉ��Ķăĉ#

ÇŌ�3  .#�¸ı#¹���$Ğá7çĹ�3Ņs7Ü�3  
š� ¦%�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#Ő��îēućęŐ\ħx'^_ućęŐ\ħ $ċN$ŋ

Ìx'vn#p-3.$ �3  
��



©Àz§��¬Į������b�ƌÂƌñ��é

2 
 

Ł�ÊgŁæĘŢ}�

�

��	
��������

�

¦ñ�ÿö#6���Ň$ś�ÿõ7Ŋ3G��î |Ī$_®7^Å�3� %��Ŏı�

�3 +��î�ą dŉĄ¼/|ĪĮÿ ¿âĆ $Őŋ�ÆÍ�43"!�î |Ī$_®

%�dŉ$_®^Å#�ďĉ��Ŏı"²m7á����3  
����¦ñFO& 2�îēĄ¼$Lő#z2ĝ,  .#�Ľ.�ÿö#6���ğĠ�

�¸ı"îē^_uć7{�3� ��3þ�7Ò`��Ő\ħ�ċN#ŋÌ7�2�îē|

Ī^_#Ő�3zĝ7ÇŌ�3�-�$àZ7j��3  
ŝĊĉŞ 
ĘŠà� �$àZ%�îē|Ī^_$ÇŌ#Ő�3ô³ŝ©ÁšŢªô³ĘŨŤ} SH�ô�

 �� Ş$ňÖ#$� 2�Þ¦$îē|Ī^_$ÇŌ#Ő��¦$Ņsę7Ø1�#�3

  .#�Þ¦#
�3îē|Ī^_$ÇŌ#Ő�3ÔĚŝSH�îē|Ī^_ÇŌÔĚ� 

�� Ş$�Þĉ"Mř7�-3� #02�¦ñ$ÿö#6�3_®$^Åx'�Ō#ņ�

3� 7Ċĉ �3  
ŝ�ĦŞ 
Ęšà� �$àZ#
�3āļ$¾Ħ%�ô#
��Yā�3āļ$Z#03  
š� �$àZ#
���ì$~}#É�3āļ$¾Ħ%�°ĺ~}#�-3 �5#03  

(1) îēućęŐ\ħ� îēućęès#´M�3ħx'�41$ħ�ĝĤ�3�X7��  
(2) ^_ućęŐ\ħ� ^_�uć�ĐUĒđ�qaĮÿw%ÑĨ#\3ÔĚ�$QŐŋÔĚ
#\3ès#´M�3ħ����îē|Ī^_#Ő�3ès7ĭ�.$ŝîēućęŐ\ħ

7œ� Şx'�41$ħ�ĝĤ�3�X7��  
(3) Mèħ� ¦f$MèÂ#
��´è�7Ŗā��Mè7ĭ�ħ7��  
ŝ�ÞýºŞ 
ĘŢà� îē|Ī^_ÇŌÔĚ%�ì#É�3Mř7�Þýº ��ĭ�.$ �3  

(1) îē|Ī^_�_®¢�$¯Vx'ÿõ$Ň$�G#Ŏı"²m7á����3 ��Ļ
ŀ$H�¦ñ��îē|Ī^_#Ő�3í��Čŀ7Å��ÿö#6���Õ¨ÿõ#
�

�ĭ�îē|Ī^_#Ő�3zĝ7]Ō�3�   
(2) K«cÝ�1śŜÝ+�$�4�4$ÙÝ#
�3|Īëĩx'îēĄ¼$ú»#¹���
ōh��ráĉ#îē|Ī^_7ÇŌ�3�   

(3) ^_�uć�ĐUĒđ�qaĮÿw%ÑĨ#\3ÔĚ�$Q$ŐŋÔĚ $ŋÌ7�2�
�$Ő\ħ$vn7µ��ģ�ĉ��Ķăĉ#îē|Ī^_7ÇŌ�3�   
ŝ¦$ŅsŞ 
Ęţà� ¦%�là#ĳ��3�Þýº#���îē|Ī^_ÇŌÔĚ7ģ�ĉ��Ķăĉ#

ÇŌ�3  .#�¸ı#¹���$Ğá7çĹ�3Ņs7Ü�3  
š� ¦%�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#Ő��îēućęŐ\ħx'^_ućęŐ\ħ $ċN$ŋ

Ìx'vn#p-3.$ �3  

3 
 

Ţ� ¦%�Mèħ�ĭ�îē|Ī^_#Ő�3zĝ$ráĉ"ÇŌ7�3�-�½�$Ê[�o

ĵ�$Q$¸ı"ÎË7ĭ�.$ �3  
ŝîēućęŐ\ħ$ŅsŞ 
ĘŤà� îēućęŐ\ħ%�ĬŇ��ōh"îēućx'îē^_Æ£7ĭ�0�p-3.$

 �3  
š� îēućęŐ\ħ%�îē|Ī^_$ÇŌ#Ő��^_ućęŐ\ħ $ŋÌ#p-3  

.#�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#vn�30�p-3.$ �3  
ŝ^_ućęŐ\ħ$ŅsŞ 
Ęťà� ^_ućęŐ\ħ%�îēućęŐ\ħ $ŋÌx'ċN$ŋÌ#02�¦ñ$î |

Ī$_®��27ÇŌ�3  .#�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#vn�30�p-3.$ �3  
ŝMèħ$ŅsŞ 
ĘŦà� Mèħ%�Ŗā�3´è�#¡�3îēçĸx'îē^_Æ£$ëU7Ď^��î |

Ī$_®��27ÇŌ�3  .#�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#vn�30�p-3.$ �3  
ŝ¦ñ$²mŞ 
Ęŧà� ¦ñ%�î |Ī$_®��2#Ő�3í��Čŀx'ýĴ7÷-�îē|Ī^_ÇŌ

ÔĚ7ĕéĉ#õā�3� ę#02�ī1î |Ī$_®��2#z2ĝ,0�p-3.$

 �3  
ŝîē|Ī^_ÇŌÔĚ$�ÞMřŞ 
ĘŨà� Þ¦$îē|Ī^_ÇŌÔĚ$�Þ "3Mř%�ì$ 
2 �3  

(1) ��2��$îēu§ $ŋÌ#03K«cÝ�1śŜÝ+�$ÿö#6���ğĠ��
îēĄ¼$Lőx'|Īëĩ$ġÅ�G$�-$ÔĚ7ÇŌ�3�   

(2) �#
��KcÝ�1$Ĭ�"î |Īþ�7Ď^�3�-�ï�^_Mè#
�3¸
ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   

(3) Ļ��!.��^ĨÂ����^ĨMè�«Ĕ��¤�ä�J�ä�śę�äx'úiÎ
Ë�ä$Ő\ħI'#îēućęŐ\ħx'^_ućęŐ\ħ $ŋÌ#03î |Ī$_

®��2ÑĨI'#ē�ĉåÃ#���ráĉ"îē|ĪĄ¼$Lő$�-$ÔĚ7ÇŌ�

3�   
(4) ^łħ#03ōh"î |Ī$_®��2�ĭ64��"��!.#¸ı"¡¹ę#Ő�
3ÔĚ7ÇŌ�3�   

(5) ÁOÝ#
�3îē|ĪĄ¼$Lőx'|Ī#ĈĆ�3�8$×ÝĈĲI'#śŜÝ#

�3|Īëĩ$ġÅ#¸ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   

(6) ø�Ù#
�3î |Ī$Įÿ^Å#¸ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   
(7) î |Ī$_®��2#Ő�3ÑĨx'ŚĨ7ÇŌ�3�   
(8) ��#
�3îē|Ī^_#Ő�3üû$zĝûó#¡¹��ÔĚ7ÇŌ�3�   
(9) îē|ĪĄ¼#Őŋ�3ě¥ą�¶þ�Ą¼�$Q$Ąąx'�ù#03îē|ĪĄ¼(
$±Ř#¡�3ÔĚ7ÇŌ�3�   

(10) Ŕ�ħ�Pł7¸ı �3śŜħx'�Ā�ę$�Ýĉ"îēçĸ/îēuć7{�3
� ��ŗ"ħ7¡Ń ��ÔĚ7ÇŌ�3�   

(11) ;EBC@D:Cŝ|#Ő�3���"İ	7Ïĥ��2�ōh"¡¹7ĭ6"�++��



©Àz§��¬Į������b�ƌÂƌñ��é

3 
 

Ţ� ¦%�Mèħ�ĭ�îē|Ī^_#Ő�3zĝ$ráĉ"ÇŌ7�3�-�½�$Ê[�o

ĵ�$Q$¸ı"ÎË7ĭ�.$ �3  
ŝîēućęŐ\ħ$ŅsŞ 
ĘŤà� îēućęŐ\ħ%�ĬŇ��ōh"îēućx'îē^_Æ£7ĭ�0�p-3.$

 �3  
š� îēućęŐ\ħ%�îē|Ī^_$ÇŌ#Ő��^_ućęŐ\ħ $ŋÌ#p-3  

.#�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#vn�30�p-3.$ �3  
ŝ^_ućęŐ\ħ$ŅsŞ 
Ęťà� ^_ućęŐ\ħ%�îēućęŐ\ħ $ŋÌx'ċN$ŋÌ#02�¦ñ$î |

Ī$_®��27ÇŌ�3  .#�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#vn�30�p-3.$ �3  
ŝMèħ$ŅsŞ 
ĘŦà� Mèħ%�Ŗā�3´è�#¡�3îēçĸx'îē^_Æ£$ëU7Ď^��î |

Ī$_®��27ÇŌ�3  .#�îē|Ī^_ÇŌÔĚ#vn�30�p-3.$ �3  
ŝ¦ñ$²mŞ 
Ęŧà� ¦ñ%�î |Ī$_®��2#Ő�3í��Čŀx'ýĴ7÷-�îē|Ī^_ÇŌ

ÔĚ7ĕéĉ#õā�3� ę#02�ī1î |Ī$_®��2#z2ĝ,0�p-3.$

 �3  
ŝîē|Ī^_ÇŌÔĚ$�ÞMřŞ 
ĘŨà� Þ¦$îē|Ī^_ÇŌÔĚ$�Þ "3Mř%�ì$ 
2 �3  

(1) ��2��$îēu§ $ŋÌ#03K«cÝ�1śŜÝ+�$ÿö#6���ğĠ��
îēĄ¼$Lőx'|Īëĩ$ġÅ�G$�-$ÔĚ7ÇŌ�3�   

(2) �#
��KcÝ�1$Ĭ�"î |Īþ�7Ď^�3�-�ï�^_Mè#
�3¸
ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   

(3) Ļ��!.��^ĨÂ����^ĨMè�«Ĕ��¤�ä�J�ä�śę�äx'úiÎ
Ë�ä$Ő\ħI'#îēućęŐ\ħx'^_ućęŐ\ħ $ŋÌ#03î |Ī$_

®��2ÑĨI'#ē�ĉåÃ#���ráĉ"îē|ĪĄ¼$Lő$�-$ÔĚ7ÇŌ�

3�   
(4) ^łħ#03ōh"î |Ī$_®��2�ĭ64��"��!.#¸ı"¡¹ę#Ő�
3ÔĚ7ÇŌ�3�   

(5) ÁOÝ#
�3îē|ĪĄ¼$Lőx'|Ī#ĈĆ�3�8$×ÝĈĲI'#śŜÝ#

�3|Īëĩ$ġÅ#¸ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   

(6) ø�Ù#
�3î |Ī$Įÿ^Å#¸ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   
(7) î |Ī$_®��2#Ő�3ÑĨx'ŚĨ7ÇŌ�3�   
(8) ��#
�3îē|Ī^_#Ő�3üû$zĝûó#¡¹��ÔĚ7ÇŌ�3�   
(9) îē|ĪĄ¼#Őŋ�3ě¥ą�¶þ�Ą¼�$Q$Ąąx'�ù#03îē|ĪĄ¼(
$±Ř#¡�3ÔĚ7ÇŌ�3�   

(10) Ŕ�ħ�Pł7¸ı �3śŜħx'�Ā�ę$�Ýĉ"îēçĸ/îēuć7{�3
� ��ŗ"ħ7¡Ń ��ÔĚ7ÇŌ�3�   

(11) ;EBC@D:Cŝ|#Ő�3���"İ	7Ïĥ��2�ōh"¡¹7ĭ6"�++

4 
 

#��2�3� ��|$ëĩWH/Ś)3ëĩ$Ŕ���Ú#·ŉ$ëĩWH+��"�

3ûÀ7�� Ş$Lő#¸ı"ÔĚ7ÇŌ�3�   
(12) ��tÄ<9=>?Aŝ��#
�3ućx'Pł$ģ�ĉ"Ďė$]Ō#Ő�3ô³
ŝ©Ábªô³Ęťţ}ŞĘšàĘŠř#ĳ��3.$7�� Ş#
��îēućęŐ\

ħx'^_ućęŐ\ħ $Ģ "ŋÌ7ÇŌ�3�   
(13) îēućęŐ\ħx'^_ućęŐ\ħ$OßĎ^x'ņŇ$�G#¸ı"ÔĚ7ÇŌ
�3�   

(14) îē|Ī^_#Ő�3½�$yŕ�ľãx'čĖ7ÇŌ�3�   
(15) l~}#É�3.$$*��îē|Ī^_$ÇŌ#¸ı"Mř#Ő�3�   
ŝÇŌĶă$Ě�Ş 
ĘŠşà� ¦%�îē|Ī^_ÇŌÔĚ7ģ�ĉ#ÇŌ�3�-�là#ĳ��3�ÞMř$Ç

Ō#����-3îē|Ī^_$ÇŌ#Ő�3Ķă7Ě��3.$ �3  
ŝńÐG$ÈĥŞ 
ĘŠŠà� ¦%�îē|Ī^_ÇŌÔĚ7�Ô�3�-�¸ı"ńÐG$Èĥ7Ŀ�30�p-

3.$ �3  
ŝŁU($��Ş 
ĘŠšà� ¦ŏ%�ðª¬�Þ¦$îē|Ī^_ÇŌÔĚ$�Ôûóę7z2+ -��$êı

7ŁU#���3.$ �3  
ŝeįŞ 
ĘŠŢà� ¦ŏ%�Þ¦$îē|Ī^_ÇŌÔĚ$�Ôûó#���eį�3.$ �3  
ŝ�TŞ 
ĘŠţà� �$àZ$Ôĭ#Ő�¸ı"Mř%�¦ŏ��-3  
 

Œ� k 
� �$àZ%�R�ŢªţÛŠÕ�1Ôĭ�3  
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